
議案第１７号資料 

鶴ヶ島市監査委員条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（請求又は要求による監査） （請求又は要求による監査） 

第５条 法第７５条第１項、第９８条第２項、第１

９９条第６項及び第７項、第２３５条の２第２項

並びに第２４３条の２の８第３項の規定による監

査の請求又は要求があるときは、監査委員は、１

０日以内に監査に着手しなければならない。 

第５条 法第７５条第１項、第９８条第２項、第１

９９条第６項及び第７項、第２３５条の２第２項

並びに第２４３条の２の２第３項の規定による監

査の請求又は要求があるときは、監査委員は、１

０日以内に監査に着手しなければならない。 

２ 法第７５条第３項の規定による監査の結果に関

する報告の送付、公表及び提出、第１９９条第９

項の規定による監査の結果に関する報告の提出及

び公表、第２３５条の２第３項の規定による監査

の結果に関する報告の提出並びに第２４３条の２

の８第３項の賠償責任の有無及び賠償額の決定

は、請求又は要求のあった日から６０日以内にこ

れを行わなければならない。ただし、やむを得な

い理由があるときは、この限りでない。 

２ 法第７５条第３項の規定による監査の結果に関

する報告の送付、公表及び提出、第１９９条第９

項の規定による監査の結果に関する報告の提出及

び公表、第２３５条の２第３項の規定による監査

の結果に関する報告の提出並びに第２４３条の２

の２第３項の賠償責任の有無及び賠償額の決定

は、請求又は要求のあった日から６０日以内にこ

れを行わなければならない。ただし、やむを得な

い理由があるときは、この限りでない。 

  

 


